
【申請期間】 

令和８年４月 1 日（水） ～ 令和９年１月２９日（金） 

※感震ブレーカーの設置が令和９年 2 月 2６日（金）までに完了できる方に限ります。 

【対象世帯】 

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯 

① 満６５歳以上の者のみで構成する世帯 

② 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 

和歌山県療育手帳の交付を受けている者のみで構成する世帯 

③ その他（市長が特に必要と認める世帯） 

例：①及び②に該当する者のみで構成する世帯 

※申請は 1 世帯につき 1 回限りとなっており、過去にこの事業を 

ご利用された方は対象外となりますのでご了承ください。 

【補助金額】 

購入費及び設置費用を含めた 20,000 円を上限とし、越えた金額は自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生による通電火災の対策を！ 
～御坊市感震ブレーカー設置事業補助金のご案内～ 

 
 

令和８年度 

感震ブレーカーとは 
※「感震ブレーカー」は、震度５以上の揺れの地震を感知

した時に、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的

に止める器具です。 

※不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、 

  電気火災を防止する有効な手段です。 

 

センサーが内蔵されたタップを

コンセントに差し込み、コンセ

ントから電気を遮断します。 

【感震ブレーカーの種類】 

 

  地震による火災の過半数は電気が原因です 
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申請者 

【お問い合わせ先】 

〒644-8686 御坊市薗 350 番地２ 

御坊市役所 危機管理課 

0738-23-5528 

ロゴフォームにて補助金の相談を

受け付けておりますので、二次元コ

ードを読み取り、ご活用ください。 

① お申し込み 

感震ブレーカーの設置を希望の方は、市役所危機管理課 （４階①窓口）までお越しいただき、

申請手続きを行います。また、電話相談（☎23-5528）も承っております。 

 
 申請に必要な書類  

申請者は、申請手続き時に、申請書・誓約書・請求書等の書類を作成します。 

①購入及び設置にかかる金額が記載された見積書等（申請者が電気工事事業者に依頼） 

②設置前の現況写真（メールでも提出可） 

③その他市長が必要と認める書類 

② 設置 

交付決定後、申請者が電気工事事業者に感震ブレーカーの設置作業を依頼します。 

 

③ 設置完了後 

 下記の書類を持って、危機管理課までお越しいただき、実績報告の手続きを行います。 

 
 実績報告に必要な書類  

①購入及び設置にかかった金額が記載された領収書の写し 

②設置完了後の写真（メールでも提出可） 

③申請者名義の振込先金融口座が確認できる書類（預金通帳の写し等） 

【補助事業手続き】 
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